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「建替えルール」の検討の方向性について

令和４年２月17日
新宿ゴールデン街まちづくり協議会
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（１）建替えルールの必要性

約1.8ｍ～2.7m

現状

3



（１）建替えルールの必要性
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（１）建替えルールの必要性
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（２）建替えルールの検討の方向性

②３項道路の指定

●道路（通り）の幅員を2.7ｍ以上４ｍ未満に指定するルールの概要

●風情ある路地空間の維持
●店舗面積の維持
●建物不燃化による防災性の向上

建替えルールの効果

①地区計画（街並み誘導型）の策定

●地区のまちづくりの目標や方針を定める

●壁面後退等の制限を定めて、道路斜線制限等を緩和する

ルールの概要

●地区計画の区域は、道路や四季の路で囲まれた区域とする

⇒ｐ７参照

その他
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（２）建替えルールの検討の方向性
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検討範囲

②３項道路の指定
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：通路
：位置指定道路（42条１項５号）

：３項道路（42条３項・要検討）

：３項道路（42条３項）

：２項道路（42条２項）

：区道（42条１項１号）

：新宿ゴールデン街
まちづくり協議会の区域

：地区計画の検討区域
（新宿ゴールデン街まちづくり協議会より広い範囲）
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（３）実現に向けた課題など

●昭和25年11月から存在していた道路の整理

（２項道路の判定や位置指定道路の廃止）

【G２通り、あかるい花園一番街など】

●道路（通り）の中心や幅員（2.7ｍ以上４ｍ未満）の決定

●道路（通り）ごとの権利者の合意形成

●地区のまちづくりの目標や方針の検討

●建物の建替え時にかかる具体的な制限と緩和の検討

●地区内全体の権利者の合意形成

②３項道路の指定

①地区計画（街並み誘導型）の策定

必要な
事項

必要な
事項
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（３）実現に向け向けた課題など

●地区計画の内容について意見交換

●位置指定道路の廃止に係る関係者の意向確認

●現状の道路状況を把握するための測量

●道路境界などの権利関係の整理

など

皆さまに協力して頂きたい事項
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（４）今後の進め方

☑本日の意見交換を踏まえ、「まちづくり協議会」で

建替えルールの検討を深度化する。

☑建替えルールの検討状況を「まちづくりニュース」で

共有する。

☑定期的に、本日のような「説明会」を開催し、

検討状況を説明するとともに、皆さまの意見を伺う。

☑必要に応じて、通りごとの関係者への説明や意向確認

を実施する。
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街並み誘導型地区計画（参考）
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３項道路（参考）


